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   令和４年度 

  第３回紀の川市職員採用試験案内 
    【 障害者対象 】 

(問合せ先)紀の川市役所 総務部 人事課 
〒649-6492 和歌山県紀の川市西大井338  

TEL0736-77-2511(代表)  
 

受付期間 ８月３０日（火）～９月１２日（月） 
（平日の午前８時４５分から午後５時３０分まで） 

郵送の場合 ９月１２日（月）の消印まで有効 

 第１次試験日 令和４年１０月２３日（日）  
 

１．試験区分、採用予定人員及び職務内容 

試験区分 採用予定人員 主な職務内容 

事 務 職 Ｄ １名 
市長部局又は教育委員会等において一般行政事務

に従事します。 

 

２．受験資格 

（１）平成９年４月２日から平成１７年４月１日までに生まれた方で次の①～③のいずれかに該当し、勤務場所へ

の通勤ができ、かつ、介護者なしに週３８時間４５分の職務の遂行が可能な方 

   また、活字印刷文（文字の大きさは１０ポイント）又は点字による出題に対応できる方 

  ①身体障害者手帳の交付を受けている方 

  ②都道府県知事又は政令指定都市市長が発行する療育手帳の交付を受けている方 

  ③精神障害者保健福祉手帳（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第４５条）の交付を受けている方 

（２）次のいずれかに該当する方は、受験できません。（イ～エは地方公務員法第１６条に規定する方） 

ア 日本国籍を有しない方 

イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの方 

ウ 紀の川市の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない方 

エ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政

党その他の団体を結成し、又はこれに加入した方 

 

３．試験日、試験の場所及び合格発表 

（１）第１次試験 

試 験 の 日 時 
令和４年１０月２３日（日） 

午前８時４５分着席・出席点呼（受付は午前８時２０分から８時４０分まで） 

試 験 の 場 所 
紀の川市役所 本庁舎（和歌山県紀の川市西大井３３８番地） 

※４ページの案内図参照 

合 格 発 表 
１１月中旬に紀の川市ホームページ（https://www.city.kinokawa.lg.jp/）及び市役所

正面玄関前の掲示板に掲示するとともに合格者に郵送で通知します。 
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（２）第２次試験 

試 験 の 日 時 
令和４年１１月２６日（土）（予定） 

（詳細は第１次試験の合格通知でお知らせします。） 

試 験 の 場 所 紀の川市役所 本庁舎 

合 格 発 表 
１２月下旬に紀の川市ホームページ（https://www.city.kinokawa.lg.jp/）及び市役所

正面玄関前の掲示板に掲示するとともに合格者に郵送で通知します。 

※気象条件やその他の事情により試験開始時間・試験会場が変更又は試験が延期される場合は、紀の川市ホーム

ページ（https://www.city.kinokawa.lg.jp/jinji/saigaiji.html）において、試験当日の午前７時に判断しお知らせ

します。また、新型コロナウイルス感染症の今後の状況変化により試験日程等に変更がある場合も上記ホームペー

ジでお知らせしますので、必ずご確認ください。 

 

４．試験の方法 

 試験種目 配点 内 容 試験時間 

第

１

次

試

験 

教養試験 

(高校卒業

程度) 

１００点 

公務員として必要な一般的知識及び能力についての筆記

試験（択一式４０問） 

<出題分野> 

時事、社会・人文、自然に関する一般知識並びに文章理

解、判断・数的推理及び資料解釈に関する能力 

１２０分 

※点字試験は 

180分 

第

２

次

試

験 

適性検査 

※Web受検 
 

公務員に求められる資質に関連する性格傾向の検査 

※第1次試験合格者のみ。詳細は合格者に通知します。 

※検査結果は第２次試験の参考とします。 

３５分程度 

第1次試験

結果 
２０点 第1次試験の得点を換算  

口述試験 ８０点 人物、能力、性格等についての個人面接  

※各試験種目には合格基準があり、基準に達しない場合は不合格となります。 

 

５．受験申込みの注意事項 

（１）受験申込みを希望する方は、この試験案内を熟読の上、申込書に必要な事項を正しく記入し、提出してください。

記載事項に虚偽があると、採用資格を失うことがありますので十分注意してください。 

（２）申込書提出 

・提出先 〒６４９－６４９２ 和歌山県紀の川市西大井３３８番地 

紀の川市役所 総務部人事課 

・提出書類 

① 紀の川市職員採用試験受験申込書 

② 受験票 

③ 手帳の写し（Ａ４サイズで印刷してください） 

ア 郵送の場合 

令和４年９月１２日（月）までの消印のあるものに限り受け付けます。封筒（角形２号：Ａ４版が入る

大きさ）の表に「採用試験申込書在中」と朱書し、必ず郵便局又は配送業者等で、簡易書留又は配送記録

が確認できる手続きで送付してください。 

申込時に同封する受験票は受験番号を押印後返送いたしますので、８４円切手を貼った宛先明記の受験

票返信用封筒（長形３号【縦２３５ｍｍ×横１２０ｍｍ】の大きさ）又は官製はがき若しくは６３円切

手を貼ったはがきの裏に貼り付けて同封願います。（必要な料金の切手が貼付されていない場合は、返送でき

ません。） 

イ 持参の場合 

受付は、令和４年８月３０日（火）から９月１２日（月）までの午前８時４５分から午後５時３０

分までです。（土日を除く。） 
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（３）受験票について 

提出書類を持参された場合は、要件を満たしていればその場で受験票に受験番号を押印したものを交付いたし

ますが、郵送された場合は、提出書類を受理次第順次受験票を郵送（返送）しますので、受験票が令和４

年９月２２日（木）までに到着しないときは、総務部人事課に至急連絡してください。 

（４）この試験において提出された書類等は、受付後返却しません。 

（５）この試験において取得した個人情報は、採用試験及び採用に係る事務以外の目的には使用しません。 

（６）日常生活用具として拡大読書器等が給付されている方は、それらの機器を使用して受験することができます。その

他、拡大鏡等を使用することもできます。なお、拡大読書器等は当市では準備しませんので、申込書の裏面に必要事

項を記入の上、各自持参してください。また、試験の際、補装具等が必要な方は持参してください。 

（７）その他、受験に際して特に要望がある方は、申込書の裏面に必要事項を記入してください。後日、市から連絡する

場合があります。 

 

６．試験結果の開示 

この採用試験の結果については、開示を請求することができます。開示を希望する場合は、受験者本人が、受験票

と本人であることを証明する書類（運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真付きで公的機関発行のものに限る。）

を持参の上、開示場所に直接お越しください。なお、電話、郵便等による請求では開示できません。 

開示請求できる方 開示内容 開示期間 開示場所 

第１次試験の不合格者 

（本人に限る） 順位 

及び 

総合得点 

合格発表の日から１か月間 

（土曜日・日曜日及び国民の祝日に関する法

律に規定する休日を除く） 

午前８時４５分（開示期間の初日は合格発

表後）から午後５時３０分まで 

紀の川 

市役所 

総務部 

人事課 

第２次試験の受験者

（本人に限る） 

 

７．合格から採用まで 

（１）最終合格者数は採用予定人員と同数とし、採用候補者名簿に得点順に登載します。また、最終合格者の次位

以下の方の中から得点順に、繰上げ合格候補者として採用候補者名簿に登載します。 

（２）任命権者は、採用候補者名簿の中から採用者を決定します。 

（３）採用候補者名簿からの採用は原則として令和５年４月１日の予定ですが、この日前に採用されることもあります。 

（４）次の場合に限り、繰上げ合格候補者の中から得点順に採用されます。 

ア 最終合格者が採用を辞退した場合 

イ 最終合格者が受験資格を満たさないことが明らかとなった等により採用できない場合 

ウ 業務増や急な退職による欠員が生じ、補充の必要がある場合 

（５）採用予定日に採用予定人員どおりに採用された場合は、繰上げ合格候補者として採用候補者名簿に登載された

方が残っていても、同日をもってその名簿は失効し、採用されることはありません。 

（６）繰上げ合格候補者が採用された場合は、採用されなかった最終合格者の受験番号及び採用された繰上げ合格

候補者の受験番号を市役所正面玄関前の掲示板に掲示します。 

（７）繰上げ合格候補者の受験番号は最終合格発表掲示には掲載しませんが、繰上げ合格候補者となった方には、そ

の旨及び採用候補者名簿登載順位を文書で通知します。 

 

８．給与等 

区     分 初 任 給 

大   卒 １８２，２００円 

短 大 卒 １６０，１００円 

高   卒 １５０，６００円 

給与等勤務条件は、職員の給与等に関する条例に基づき、給料の他扶養手当、通勤手当、期末勤勉手当等が

支給されます。学歴や民間企業での職歴等に応じて初任給に一定の額が加算される制度があります。 
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９．受験心得 

（１）紀の川市職員採用試験は、申込みによって試験の準備が進められ、経費は市民の方に納めていただいた税金が使

われます。貴重な税金を有効に活用するためにも、試験の申込みをした方は、必ず受験するようお願いします。 

（２）試験当日は、受験票、筆記用具（Ｂ又はＨＢの鉛筆又はシャープペンシルと消しゴム）を持参し、必ず定刻まで

にお越しください。 

（３）試験会場での喫煙及び試験中の携帯電話やスマートフォン等の電子機器の使用は禁止します。 

（４）第１次試験は、午前中に終了予定です。 

 

１０．新型コロナウイルス感染症対策に対する対応について 

（１）新型コロナウイルス感染症等に罹患し治癒していない方や濃厚接触者として健康観察の指示を受けている方は、他

の受験者への感染のおそれがあるため、当日の受験を控えていただくようお願いします。なお、受付時において、体調確

認のため非接触型体温計による検温を実施し、発熱が認められた場合には、受験を控えていただくようお願いします。こ

れらのことによる欠席者に対する再試験は予定していません。 

（２）試験日当日の試験会場では、感染症予防のため、マスクの持参・着用をお願いします。なお、本人確認の際には、

試験係員の指示に従い、マスクを一時的に外してください。 

（３）試験室は換気のため、適宜窓やドアを開けます。室温の高低に対応できるよう服装には注意してください。 

（４）試験中は咳エチケットの順守と休憩時間中は、適宜、手洗いをするなど、感染症対策をしてください。また、携帯用

手指消毒用アルコールをお持ちの方は、持参して差し支えありません。 

（５）新型コロナウイルス感染症の今後の状況変化により試験日程の延期や会場が変更になる場合があります。その場

合は、紀の川市ホームページでお知らせしますので、必ずご確認ください。 

（https://www.city.kinokawa.lg.jp/jinji/saigaiji.html） 

 
●試験会場案内図 

 

紀の川市役所 本庁舎 
ＪＲ和歌山線打田駅から徒歩約１０分 

 

 

 

 

 

 

 

打田中学校 


